
　平成 26 年１月１日現在、伊万里市に住所がある人は、
原則として『申告書』を提出する必要があります。

■ 市・県民税の申告をする必要のない人
▶所得税の確定申告をした人
▶前年中の所得が給与または公的年金のみである人
　（給与支払報告書、公的年金支払報告書が提出されるため）
■ このような人も申告が必要です
▶給与以外の所得（不動産所得や農業所得など）があった

人や医療費控除・寄附金控除などを受けようとする人は、
そのための申告書を提出してください。

▶収入がない人もその旨を申告してください。ただし、市
内に居住している親族の扶養親族になっている場合は申
告の必要はありません。

■ 次の場合は郵送での提出もできます
市・県民税のみの申告が必要な人（確定申告の必要がな
い人）は、郵送での申告ができます。申告書と必要書類
を市税務課あてに送付してください。また、各町公民館
に預けることもできます。

※郵送申告分については、記入した内容について電話で
確認することがありますので、必ず電話番号を記入して
ください。

■ 申告の受付日程・会場について
※申告の受付日程と会場については『申告の手引き』の

12 ページで確認してください。
※『申告書』が不足する場合は、市税務課に連絡するか、

各町公民館に用意している申告書を利用してください。

○記入した市・県民税申告書　　○認め印
○収入金額がわかるもの（源泉徴収票など）
○生命保険料・個人年金保険料・地震および旧長期損害保

険料などの控除証明書
○雑損控除・医療費控除を受けるときは、その領収書や保

険などで補てんされた金額がわかるもの、医療費計算書
○本人や扶養親族が障害者のときは、障害者手帳・療育手

帳または福祉課からの通知書など
○営業、農業、不動産所得がある人は、収支内訳書

　『収支内訳書』の作成や『医療費控除』のための医療費
計算（個人ごと医療機関別）は、事前に作成や計算をして
おいてください。作成などをしていない場合は、申告会場
で、自分で行ってもらいます。
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● 所得税の確定申告
　２月 17 日（月）～３月 17 日（月）
● 贈与税の申告
　２月   ３日（月）～３月 17 日（月）
● 消費税の確定申告
　１月   ６日（月）～３月 31 日（月）

早めの提出をお願いします

申告に必要なもの

申告における注意事項

 税務署からのお知らせ

伊万里税務署での申告受付期間

e-Tax（所得税の電子申告）を利用しての確定申告

　今年も市・県民税の申告時期になりました。市・県民税については、納税者による申告や勤務先からの給与
支払報告などによって皆さんの税額を計算し、納税をお願いすることになります。
　このたび『分かりやすい市県民税申告の手引き』を作成し、この『広報伊万里２月号』と一緒に配布します。

『手引き』２ページのフローチャートにより、市・県民税申告が必要となった人は、『手引き』を参考に『申告書』
を記入し、期限内に提出してください。また、確認のためにも自身の税額について計算をしてみてください。

申告受付期間
２月19 日（水）～３月17 日（月）

正しく、お早めに！

～ 自分で作成、自分で確認 ～

市・県民税の申告
■ 郵送・問合先　税務課市民税係（　 ☎㉓２１４８）　 〒 848-8501 伊万里市立花町 1355 番地１

■市役所での申告受付時間
　平日の午前９時 30 分～午後４時（土・日曜日を除く）
　※ 火・木曜日のみ午後７時までです。
■公民館などでの申告受付時間は、午後３時までです。

：このマークが付いている記事は、市のホームページでもご覧になれます。

● e -Tax で確定申告を行うときのメリット
①自宅に居ながら確定申告ができます。
②還付申告が早期に処理されます。
● e -Tax 注意事項
　e -Tax での申告については、住民基本台帳カードが

必要です（市役所市民課で発行できます）。

　個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の
事業所得、不動産所得または山林所得の合計額が 300
万円を超える人に必要とされていた記帳と帳簿書類の
保存が、これらの所得を生ずべき業務を行うすべての
人（所得税の申告の必要がない人を含む）においても、
平成 26 年１月から同様に必要となりました。
　記帳・帳簿などの保存制度や記帳の内容の詳細は、
国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）を、ご
覧ください。

◆問合先　伊万里税務署（☎㉓３１４７）

記帳・帳簿などの保存制度の対象者が拡大



　 　ジェネリック医薬品とは
　ジェネリック医薬品は、最初に作られた薬（先発医薬品）の特許が切れた
後に販売される医薬品です。先発医薬品と同等の有効成分・効能・効果を持
つ医薬品ですが、まったく同一というわけではありません。ジェネリック医
薬品を希望する場合は、かかりつけの医師や薬剤師に相談してください。

　 　対象者
　通知を送付する対象者は、処方された先発医薬品をジェネリック医薬品に
切り替えた場合に、１か月あたり一定額以上自己負担額の軽減が見込まれる
人で、必ずしも全員に送付するわけではありません。
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■申込・問合先　福祉課子育て支援室（　☎㉓２１７４）

■ 問合先  佐賀県後期高齢者医療広域
　　　　　 連合業務課給付係

　（☎０９５２　８４７６）

　専門的な資格取得のため修業する場合に、高等技能
訓練促進費を支給します。また、修業期間の修了後、
入学支援修了一時金を支給します。
● 対象者　児童を養育している母子家庭の母、または
　父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす人
①市内に住所を有する人
②児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所
　得水準の人
③２年以上の養成期間において、一定期間のカリキュ

ラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人
④過去にこの促進費を受給したことのない人や、同様

の給付金を受けたことのない人
● 対象資格
　２年以上修業する必要があり、資格取得後、当該職
　種への就労が見込まれる専門的な資格
　（例：正看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、

作業療法士）
● 支給対象期間
▷高等技能訓練促進費…修業期間の全期間（上限２年）
※平成 27 年３月 31 日までに、修業を開始する人に

限ります。
▷入学支援修了一時金…修了を経過した日以降
● 支給額
▷高等技能訓練促進費
　市町村民税非課税世帯　月額　100,000 円
　市町村民税課税世帯　　月額　  70,500 円

▷入学支援修了一時金
　市町村民税非課税世帯　　　　　50,000 円
　市町村民税課税世帯　　　　　　25,000 円
● 申請方法
　事前に問合先まで連絡をお願いします。

　就業に結びつきやすい講座を受講した場合、受講料
の２割を支給します。
● 対象者
　児童を養育している母子

家庭の母、または父子家
庭の父で、次のすべての
要件を満たす人

①市内に住所を有する人
②児童扶養手当の支給を受

けている、または同様の
所得水準の人

③雇用保険の教育訓練給付の受給資格のない人
● 対象講座
　雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
　（例：ホームヘルパー、医療事務など）
● 支給額
　対象講座の受講料の２割相当額
　（上限 100,000 円、下限 4,000 円）
● 申請方法
　事前に問合先まで連絡をお願いします。

　母子家庭の母、または父子家庭の父の就職を支援する『母子家庭等自立支援給付金事業』を紹介します。

自立支援教育訓練給付金

高等技能訓練促進費

ガンバるお父さん、お母さんを支援します！

　佐賀県後期高齢者医療広域連合では、現在服用している薬をジェネリック医薬品
（後発医薬品）に切り替えた場合に、薬代の自己負担額がどのくらい軽減するか試算
した差額通知はがきを、『ジェネリック医薬品に関するお知らせ』として、対象の皆
さんに１月 31 日（金）に発送しました。なお、この通知は、ジェネリック医薬品
に切り替えると薬代が安くなる可能性があることを伝えるもので、切り替えを強制するものではありません。

佐賀県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ

　 ジェネリック医薬品に切り替えると
　　　　薬代が安くなる場合があります

　 　問い合わせ窓口
　通知書に関する問い合わせは、問い
合わせ専用窓口『国民健康保険中央会
コールセンター』を利用してください。
通知書裏面にコールセンターのフリー
ダイヤルを記載しています。

積極的に
活用を！
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３
月
に
完
成
す
る
予
定
で
す
。

　
な
お
、
県
で
は
、
現
在
市
民
会

館
付
近
ま
で
供
用
し
て
い
る
国
道

４
９
８
号
の
大
坪
木
須
線
の
延
長

工
事
を
平
成
26
年
度
か
ら
始
め
る

予
定
で
、
今
後
、
浸
水
対
策
と
併

せ
て
こ
の
地
域
の
道
路
の
整
備
も

進
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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12
月
21
日
、
馬ま

伏ぶ
せ

雨
水
ポ
ン

プ
場
の
建
設
起
工
式
が
松
島
町

の
建
設
予
定
地
で
あ
り
、
市
や

地
元
、
工
事
関
係
者
な
ど
約
50

人
が
出
席
し
、
工
事
の
安
全
を

祈
願
し
ま
し
た
。

　
馬
伏
雨
水
ポ
ン
プ
場
は
、
木

須
町
馬
伏
川
下
流
域
の
土
地
が

低
く
、
伊
万
里
湾
の
満
潮
時
に

集
中
豪
雨
が
重
な
る
と
、
農
地

や
道
路
が
冠
水
す
る
こ
と
か
ら
、

市
が
、
浸
水
被
害
の
軽
減
を
目

的
に
、
馬
伏
地
区
浸
水
対
策
事

業
（
平
成
21
〜
34
年
度
）
と
し

て
建
設
す
る
も
の
で
す
。

　
満
潮
時
に
は
、
今
回
建
設
す
る

馬
伏
雨
水
ポ
ン
プ
場
に
よ
り
排
水

を
行
う
と
と
も
に
、
上
流
の
藤
の

尾
た
め
池
を
一
時
的
な
貯
留
施
設

と
し
て
整
備
し
流
出
量
の
調
整
を

行
い
ま
す
。

　
事
業
費
は
21
億
６
４
０
０
万
円

で
、
馬
伏
雨
水
ポ
ン
プ
場
建
設
費

は
、
３
億
４
２
６
１
万
５
０
０
０

円
（
い
ず
れ
も
、
う
ち
半
額
は
国

の
補
助
金
）。
馬
伏
雨
水
ポ
ン
プ
場

は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
地

下
１
階
地
上
３
階
建
て
、
延
べ
床

面
積
１
１
４
１
平
方
㍍
、
建
築
面

積
４
９
７
平
方
㍍
で
、
平
成
27
年

馬伏地区浸水対策事業計画図

故　 山 下 徳 夫  氏（享年 94 歳）

　
伊
万
里
市
名
誉
市
民
（
平
成
15

年
11
月
〜
）
の
元
衆
議
院
議
員
山

下
徳
夫
氏
が
、
１
月
１
日
、
老
衰

の
た
め
松
島
町
の
自
宅
で
お
亡
く

な
り
に
な
り
ま
し
た
。
享
年
94
歳

で
し
た
。
11
日
に
葬
儀
・
告
別

式
が
行
わ
れ
、
全
国
各
地
か
ら
約

１
８
０
０
人
が
集
ま
り
最
後
の
別

れ
を
惜
し
み
ま
し
た
。

　
山
下
氏
は
、
若
く
し
て
政
治
の

道
を
志
し
、
昭
和
22
年
５
月
に
佐

賀
県
議
会
議
員
に
初
当
選
し
て
以

来
、
混
迷
す
る
社
会
情
勢
の
中
で
、

地
方
自
治
の
確
立
と
地
域
住
民
の

福
祉
の
向
上
に
奔
走
し
、
昭
和

30
年
に
は
、
国
内
最
年
少
の
県
議

会
議
長
と
し
て
円
滑
な
議
会
運
営

に
手
腕
を
発
揮
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
後
、
国
政
に
歩
を
進
め
、
昭
和

44
年
12
月
に
衆
議
院
議
員
に
初
当

選
し
て
以
来
、
平
成
12
年
６
月
ま

で
の
30
年
５
か
月
の
長
き
に
わ
た

り
、
国
政
の
枢す

う

機き

に
参
画
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
間
、
運
輸
大
臣
、
総

務
庁
長
官
、
内
閣
官
房
長
官
、
厚

生
大
臣
な
ど
数
々
の
要
職
を
歴
任

し
、
比
類
な
き
手
腕
を
発
揮
さ
れ

る
と
と
も
に
、
伊
万
里
湾
大
橋
の

建
設
や
伊
万
里
人
工
海
浜
公
園
の

実
現
に
尽
力
さ
れ
る
な
ど
、
市
に

お
け
る
数
々
の
懸
案
事
項
の
解
決

や
郷
土
の
発
展
に
も
多
大
な
貢
献

を
さ
れ
ま
し
た
。

　
市
は
、
山
下
氏
の
遺
徳
を
た
た

え
、『
市
葬
』
な
ら
び
に
『
し
の
ぶ

会
』
を
市
の
関
係
団
体
と
合
同
で

行
い
ま
す
。

● 

日
　
時
　
２
月
28
日
（
金
）

午
前
11
時

● 

場
　
所
　
市
民
会
館

※
市
関
係
団
体
な
ど
に
は
案
内
を

し
て
い
ま
す
が
、
ど
な
た
で
も

参
列
で
き
ま
す
。

※
ご
香
典
、
ご
供
花
、
ご
供
物
な

ど
は
固
く
辞
退
し
ま
す
。

※
駐
車
場
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、

乗
り
合
わ
せ
る
か
、
公
共
交
通

機
関
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

● 

問
合
先
　
秘
書
課

（
☎
㉓
３
３
９
０
）

伊
万
里
市
名
誉
市
民
　
故 

山
下
徳
夫
氏
の

『
市
葬
』
な
ら
び
に
『
し
の
ぶ
会
』
を
行
い
ま
す

地鎮の儀（杭打の儀）を行う黒木裕一郎代表馬伏雨水ポンプ場建設地

馬
伏
雨
水
ポ
ン
プ
場
建
設
工
事
起
工
式

浸
水
対
策
と
道
路
延
長
の
整
備
が
進
み
ま
す

馬伏雨水ポンプ場完成イメージ図

伊万里川

啓成中学校

調整池
（藤の尾ため池）

伊万里中学校大坪木須線



9 2014.2

　
現
在
、
伊
万
里
有
田
共
立
病
院

の
外
来
は
、
診
察
待
ち
時
間
が
長

く
な
り
皆
さ
ん
に
ご
迷
惑
を
お
掛

け
し
て
い
る
状
況
で
す
。
待
ち
時

間
が
長
い
原
因
と
し
て
は
、
軽
度

の
疾
患
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
患

者
さ
ん
自
身
が
疾
病
を
判
断
し
て

適
切
な
医
療
機
関
を
選
択
す
る
こ

と
が
容
易
で
な
い
場
合
が
あ
り
、

地
域
の
中
で
も
診
療
科
目
が
多

く
、
高
度
の
医
療
機
器
を
備
え
た

当
病
院
で
の
診
察
を
求
め
る
傾
向

に
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
ま
ま
外
来
が
混
雑
し
て
し

ま
う
状
況
で
は
、
専
門
的
な
治
療

や
入
院
機
能
の
た
め
の
病
院
機
能

を
十
分
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
こ
の
た
め
、
急
を
要
す
る

場
合
を
除
き
、
具
合
が
悪
く
な
っ

た
ら
身
近
に
相
談
で
き
る
医
師
を

持
ち
、
必
要
に
応
じ
て
当
院
に
紹

介
を
し
て
も
ら
う
と
い
っ
た
、
西

部
医
療
圏
で
の
地
域
医
療
連
携
体

制
が
必
要
で
す
。

　
現
在
、
厚
生
労
働
省
で
は
、
医

療
機
関
の
適
切
な
機
能
分
化
を
推

進
し
て
い
ま
す
。
適
切
な
機
能
分

化
と
は
、
例
え
ば
初
期
の
診
療
は
、

地
域
の
診
療
所
や
小
規
模
な
病
院

の
か
か
り
つ
け
医
が
担
い
、
総
合

病
院
な
ど
が
高
度
・
専
門
的
な
医

療
を
提
供
す
る
と
い
っ
た
、
で
き

る
だ
け
適
切
に
役
割
を
分
担
す
る

取
り
組
み
の
こ
と
で
す
。

　
身
体
の
不
調
を
感
じ
た
場
合

は
、
日
ご
ろ
か
ら
継
続
的
に
診
て

も
ら
っ
て
い
る
か
か
り
つ
け
医
に

相
談
し
必
要
な
指
導
を
受
け
た

り
、
入
院
や
特
別
な
検
査
・
治
療

な
ど
を
必
要
と
す
る
場
合
は
、
入

院
設
備
や
高
度
医
療
機
器
を
備
え

た
総
合
病
院
な
ど
を
紹
介
し
て

も
ら
っ
た
り
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
治
療
や
検
査
を
行
っ

た
後
、
病
状
が
安
定
し
、
通
院
治

療
が
可
能
に
な
れ
ば
、
再
び
か
か

り
つ
け
医
が
診
察
に
あ
た
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
医
療

制
度
に
お
い
て
は
、
総
合
病
院
な

ど
と
か
か
り
つ
け
医
が
、
患
者
さ

ん
の
症
状
に
応
じ
て
、
役
割
や
機

能
を
分
担
し
な
が
ら
治
療
に
あ
た

る
仕
組
み
、
病
診
連
携
を
推
進
し

て
い
ま
す
。

　
初
診
時
選
定
療
養
費
と
は
、
平

成
18
年
４
月
の
健
康
保
険
法
の
改

正
に
よ
り
、
病
院
と
診
療
所
の
機

能
分
担
の
推
進
を
図
る
た
め
に
厚

生
労
働
省
が
導
入
し
た
制
度
で

す
。
病
床
数
が
２
０
０
床
以
上
の

病
院
で
は
、
他
の
医
療
機
関
か
ら

の
紹
介
な
し
に
受
診
を
希
望
す
る

人
は
、
自
身
の
判
断
で
そ
の
病
院

を
選
択
し
た
も
の
と
し
て
、
定
め

ら
れ
た
医
療
費
の
ほ
か
に
、『
初
診

に
係
る
特
別
の
料
金
（
初
診
時
選

定
療
養
費
）』
を
、
各
病
院
が
自
由

に
定
め
た
額
で
徴
収
す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
料
金
徴
収
の
主
な
目
的
は
、
軽

度
の
外
来
患
者
さ
ん
が
集
中
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
医
療
の
質
が
低

下
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
で

あ
り
、
病
院
の
営
利
志
向
を
反
映

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現

在
２
０
０
床
以
上
の
病
床
数
を
有

す
る
病
院
の
う
ち
、
約
８
割
の
急

性
期
病
院
が
初
診
時
選
定
療
養
費

を
徴
収
し
て
い
ま
す
。

▼
他
院
か
ら
の
紹
介
状
（
診
療
情

　
報
提
供
書
）
を
持
っ
て
い
な
い

　
初
診
の
場
合

①
当
院
を
初
め
て
受
診
す
る
人

②
以
前
に
当
院
を
受
診
し
た
こ
と

は
あ
る
が
、
す
で
に
治
療
期
間

が
終
了
（
治
癒
）
し
て
い
る
場

合
（
前
回
の
症
状
が
い
っ
た
ん

は
治
ま
っ
た
、
も
し
く
は
治
療

を
継
続
し
て
い
な
い
場
合
は
治

癒
と
み
な
し
ま
す
。 

ど
の
程
度

間
隔
が
あ
く
と
治
癒
と
み
な
さ

れ
る
か
は
、
疾
患
に
よ
り
異
な

り
ま
す
。
疾
患
に
よ
っ
て
は
、

最
終
来
院
日
よ
り
１
か
月
以
上

間
隔
が
あ
く
と
治
癒
し
た
と
判

断
さ
れ
る
場
合
あ
り
）

③
前
回
、
患
者
さ
ん
自
身
が
任
意

に
診
療
を
中
止
し
、
改
め
て
受

診
を
す
る
場
合

①
他
院
か
ら
の
紹
介
状
（
診
療
情

　
報
提
供
書
）
を
持
参
す
る
人

②
継
続
受
診
中
の
人

③
緊
急
な
診
療
を
必
要
と
す
る
場

　
合
（
救
急
車
に
よ
る
搬
送
な
ど
）

④
今
回
の
診
療
科
は
初
め
て
だ

が
、
当
院
の
別
の
診
療
科
に
現

在
通
院
し
て
い
る
場
合

⑤
公
費
負
担
医
療
の
受
給
対
象
者

　
の
場
合

こ
れ
か
ら
医
療
が
進
む
べ
き
道

初
診
時
選
定
医
療
費
と
は

料
金
徴
収
の
目
的

料
金
負
担
の
対
象
と
な
る
場
合

初
診
時
選
定
療
養
費
の
負
担
に
つ
い
て

伊
万
里
有
田
共
立
病
院
か
ら
の
重
要
な
お
知
ら
せ

外
来
の
現
状

　
伊
万
里
有
田
共
立
病
院
で
は
、
４
月
１
日
か
ら
初
診
時
選
定
療
養
費
を
導
入
し
、
初
診
時
に
か
か
り
つ

け
医
か
ら
の
紹
介
状
が
な
い
患
者
さ
ん
は
、
１
０
８
０
円
（
税
込
み
）
を
負
担
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な

ぜ
初
診
時
選
定
療
養
費
を
徴
収
す
る
の
か
や
、
負
担
の
対
象
者
な
ど
に
つ
い
て
、
左
記
に
詳
し
く
掲
載
し

て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
一
度
読
ん
で
い
た
だ
い
た
う
え
で
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

地
域
医
療
連
携
体
制
が
必
要

料
金
負
担
が
不
要
の
場
合

↑今月末で開院から丸２年を迎える伊万里有田共立病院。
　今後も皆さんに愛され信頼される病院をめざします

● 

問
合
先
　
伊
万
里
有
田
共
立
病
院
（ 

☎
㊻
２
１
２
１
）



102014.2

　
人
間
の
運
勢
を
干
支
や
星
座
で

占
い
ま
す
が
、
今
年
の
干
支
は
午
。

牛
の
角つの
が
取
れ
て
『
ウ
マ
』
だ
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
、

昔
か
ら
牛
や
馬
が
労
働
力
と
し
て

重
宝
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
特
に
馬

は
、
戦
国
時
代
に
は
『
人
馬
一
体
』

の
活
躍
で
、
戦
い
く
さ
に
は
つ
き
も
の
で

し
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
『
軍

師
官
兵
衛
』
で
も
、
馬
が
登
場
す

る
シ
ー
ン
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
最
近
で
は
、
馬
を
見

る
機
会
は
少
な
く
な
り
ま
し
た

が
、
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
・
ケ
ネ
デ
ィ

駐
日
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
使
が
、

馬
車
に
乗
っ
て
宮
中
の
天
皇
陛
下

に
拝は
い

謁え
つ

し
た
の
は
、
記
憶
に
新
し

い
と
こ
ろ
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
と
い
う
雑

誌
を
読
ん
で
い
た
ら
、『
天
馬
往
空
』

と
い
う
言
葉
に
出
会
い
ま
し
た
。

松
下
幸
之
助
さ
ん
は
、
こ
の
『
天

馬
往
空
』
の
文
字
を
揮き

毫ご
う

し
、
自

室
に
掲
げ
て
い
た
く
ら
い
こ
の
言

葉
を
気
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
松

下
さ
ん
は
、
こ
の
言
葉
に
つ
い
て

尋
ね
ら
れ
、「
馬
が
空
を
飛
ん
で
行

く
ん
や
か
ら
、
え
ら
い
勇
ま
し
い

言
葉
で
、
お
互
い
が
何
の
障
害
も

な
く
、
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い
く
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
さ
だ
め
し
愉
快

だ
ろ
う
と
い
う
意
味
で
書
い
た
ん

で
す
」
と
答
え
て
い
ま
す
。
こ
の

言
葉
の
誕
生
に
は
、
次
の
よ
う
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。

　『
不
況
に
明
け
暮
れ
た
昭
和
40

年
の
大おお
晦みそ
日か
、
松
下
さ
ん
は
、
Ｎ

Ｈ
Ｋ
紅
白
歌
合
戦
に
審
査
員
と
し

て
出
席
し
、
終
了
後
、
大
阪
行
き

の
最
終
の
飛
行
機
に
乗
る
た
め
急

い
で
羽
田
空
港
に
向
か
い
ま
す
。

天
空
に
飛
び
立
っ
た
と
き
、
新
し

い
年
が
静
か
に
明
け
始
め
て
い
ま

し
た
。
松
下
さ
ん
は
、
ハ
タ
と
膝ひ
ざ

を
打
ち
ま
す
。「
そ
う
だ
、
今
年

は
ウ
マ
年
、
自
分
も
ウ
マ
年
だ
。

ウ
マ
年
生
ま
れ
の
自
分
が
、
ウ
マ

年
が
ま
さ
に
明
け
そ
め
ん
と
す
る

こ
の
と
き
に
、
天
空
高
く
飛
ん
で

い
る
。
こ
れ
こ
そ
『
天
馬
往
空
』

の
図
で
は
な
い
か
。
こ
い
つ
は
縁

起
が
い
い
。
今
年
は
明
る
く
よ
い

年
に
な
る
。『
天
馬
空
を
往ゆ

く
』

よ
う
な
発
展
が
、
き
っ
と
で
き
る

ぞ
」。
そ
う
考
え
る
と
、
勇
気
と

希
望
が
沸
々
と
湧わ

い
て
く
る
の
を

感
じ
た
』
と
い
う
の
で
す
。
そ
の

後
、
松
下
さ
ん
は
、『
経
営
の
神
様
』

と
呼
ば
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を

展
開
し
、
成
功
へ
と
導
き
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
心
の
持
ち
よ
う

ひ
と
つ
で
、
物
事
は
明
る
い
展
開

に
進
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。『
今

年
は
、
き
っ
と
よ
い
年
に
な
る
』

と
の
思
い
が
現
実
に
な
る
う
ま
年

で
あ
り
た
い
も
の
で
す
。

　『
天
馬
往
空
』

市
長
雑
感

伊
万
里
市
長 

　
塚
部 

芳
和

市指定ごみ袋 市庁舎エレベータ壁面

広告掲載物
平成 26 年度中に作製する『伊万里市指定ごみ袋』
の『可燃物用（大）』122 万枚（予定）

市役所エレベータ壁面へのポスターによる掲出

規　格 １枠＝縦６㎝ × 横 36 ㎝、青色１色刷り Ｂ３版（横）縦 364 ㎜ × 横 515 ㎜

募集件数 ３枠（左上イラストのとおり） ６枠（右上写真のとおり）

掲載料
（広告料金） １枠 年額 10 万円 １枠 3,000 円（月額）

掲載開始 ９月ごろから店頭にて販売予定 ４月　１日（火）

応募期限 ２月 28 日（金） ３月 14 日（金）

注意事項

● 原則１枠での応募としますが、応募数が少ない
場合は、２枠または３枠の掲載が可能です。

● 応募多数の場合は、広告掲載取扱要領に基づき、
市で選考します。

● 広告枠に空きがある場合は、随時申し込みを受
け付けます。

● 掲出期間は、月単位（６か月間など）となります。
● 応募多数の場合は、抽選となります。

申込・問合先 環境課リサイクル推進係（　 ☎㉓２１４５） 財政課管財係（　 ☎㉓２１１３）

申込方法

　広告掲載取扱要領を読んだうえで、申込書に広告の原稿と納税証明書を添えて応募してください。広告
掲載取扱要領および申込書は申込先に備え付けています。また、申込書は市のホームページからダウンロー
ドできます。
※ 受付後、審査を行います。法令に違反するもの、政治性・宗教性のあるもの、誇大・虚偽のおそれの
　あるものなどは掲載できません。

あなたの会社・団体の事業活動をPRしませんか

③
②

①

④

⑤ ⑥

広告 募集
も え る ご み

行政区
氏　名

伊 万 里 市

広 告 １

広 告 ２

広 告 ３      　　を 　　  します


